
無効審判

請求人 特許庁 被請求人

審判請求書
特許庁長官

秘

利害関係人（特許・商標） 
★権利帰属（冒認出願とか） 
→特許を受ける権利を有する者

共同審判（無効審判） 
請求人：共同請求できる 
被請求人：全員を被請求人とする 
中断は全員に及ぶ

・請求項毎に無効審判請求可能 
・審判請求書 
（１）当事者等の表示 
（２）審判事件の表示 
（３）請求の趣旨及びその理由 
→要旨変更補正不可

例：無効審判 
請求の趣旨：請求項１を無効に。 
請求の理由：請求項１は文献１ 
　　　　　　に基づいて無効！

無効審判以外は補正OKだが、 
認められる場合もある（can） 

認められる場合とは： 
審理を不当に遅延させるおそれ 
がないことが明らか 
+ 
(1)訂正の請求の理由により補正 
　する必要あり 
(2)請求時に記載しなかったこと 
　に合理的理由あり+ 
　被請求人が当該補正に同意 

でも請求書副本送達前は不可 
（請求の理由空欄は審決却下）

取下げは審決確定まで可能 
答弁書の提出後は、 
相手の承諾必要

審判開始処理

審判請求チェック処理 合議体形成処理

補正できない 
程の審判請求

審判請求に 
瑕疵なし？

補正命令

解消した？

審理進める 手続却下

審決却下

Y

Y

N （前置は長官） 
審判長

合議体が 
審決

審判官（審判長） 
審判書記官指定 
→拒査審判請求時補正の場合 
　→前置審査になるため 
　→直ぐには指定されない

除斥・忌避 
除斥は当然に除斥 = 違法 
忌避は証拠調等できる場合あり 
認められなくても不服申立不可 
書面を長官提出（口頭可能） 
3日以内に疎明

審判請求書副本送達

通知： 
・専用実施権者 
・その他登録した権利を有する者

参加（利害関係人）：一切の手続可能 

■当事者参加と補助参加 
┗参加申請書を審判長に提出 
　┗当事者及び参加人に参加申請書 
　　の副本送達 
┗審判により決定→不服申立不可 
┗不利益な行為も可能 
┗（当事者参加）請求人側の参加 
　┗審判取下げ後も手続可能 
　┗中断手続は被参加人にも影響 
┗（補助参加） 
　┗審判取下げ後は手続不可

答弁書

審判請求書に対する答弁”機会”は必須 
答弁書：相手に対する反論書面 
意見書：特許庁に対する反論書面

訂正の請求 専用実施権者 
質権者の承諾要

・訂正請求書（補正可能） 
１特許請求の範囲の減縮 
２誤記または誤訳の訂正 
３明瞭でない記載の釈明 
４独立項への訂正

訂正明細書 
→請求項毎に訂正請求可能 
→無効審判が請求項毎なら 
　訂正請求も請求項毎

+

補正期間中であれば取下可能 
※請求項毎/一群の請求項毎 
　→総じ取下げ 
無効審判が取下げられた訂正 
も取下げ（審決で見るから）

一群の請求項 
があるときは 
一群の請求項 
毎に請求 

請求項の訂正が 
不要になったら 
ここで訂正削除 
ができる

・願書に添付した 
明細書等 
（誤記誤訳は最初 
　の範囲） 

・実質上特許請求 
の範囲拡張不可 

・減縮・誤記等は 
独立特許要件 
（無効審判が 
請求されていない 
請求項）

・訴訟との関係で手続を中止 
することもできる 
・当事者系審判における費用 
負担を決定

審判長

答弁書副本送達

訂正請求書 
訂正明細書 
副本送達

審判請求書の補正 + 弁駁書

要旨変更条件： 
・審理を不当に遅延されるおそれ 
　がないことが明らか 
　+ 
(1)訂正の請求があり補正する必要あり 
(2)請求時に記載しなかったことに 
　合理的理由あり+被請求人が当該補正 
　に同意（相手がOKならOK）

審判長

補正書の副本送達＝答弁書提出機会 
与えない場合もあり

補正書の副本送達

口頭審理
・当事者・参加人を期日に呼び出し（Web会議も可能） 

・原則当事者系は口頭審理、査定系は書面審理 

・職権審理 

　┗審判手続は職権により続行可能 

　┗申し立てない理由についても職権により審理可能（積極的に見ず） 

　　　　　　　┗申し立てない趣旨（やっぱり請求項2 ×）は不可 

　┗職権で無効理由を発見→意見書提出機会付与→訂正請求可能 

・審理の合併・分離もできる 

　┗当事者の双方または一方が同一であること 

・当事者及び参加人を審尋（審査官不可） 

　（ちょっといいですか？と聞く）可能 

・証拠調及び証拠保全可能 

　┗職権の場合は、当事者及び参加人に通知→意見機会 

　┗審判請求前は長官に申立

訂正拒絶理由通知

意見書提出 
訂正明細書等の補正

当事者双方参加人に通知

答弁書提出期間 
訂正拒絶理由の応答期間 
職権審理通知の応答期間

審理終結通知 審理終結通知

審決するのに熟した

審決予告→理由があるとき（特許が潰れる時） 
┗つまり特許権者が負けるとき 
┗審判長が審決と同内容を当事者及び参加人 
　にする→訂正の機会を付与 
　┗意見書提出不可 
┗特許権者が「予告不要」と言えば送られない 

審決予告無し / 訂正請求・補正なし 
┗特許権者が勝つ場合→審理終結通知

審決

→審理再開する場合あり

・審決謄本を当事者、参加人及び参加申請して拒否された者に送達 

　┗放棄・和解はなし 

・審判事件毎に審決は確定 

　┗請求項毎、一群の請求項毎 

・当事者及び参加人は同一の事実、同一の証拠では審判請求不可 

　┗確定前なら同一の審判OK 

・審判請求の取下げは審決確定まで可能（理由：交渉の結果） 

　┗答弁書の提出後は相手の承諾必要（一度殴ったら遅い。）

審決謄本送達 審決謄本送達

審決取消訴訟
・謄本送達から30日以内に東京高裁 

　┗附加期間を審判長が定めること可能 

・原告は当事者、参加人、参加申請拒否された者 

・被告は査定系は長官、当事者系は相手方 

・審判で主張されない事項は追加主張不可（拒不） 

・当事者系審取→長官に出訴の通知、裁判正本送付 

・審決取消の判決確定で審理再開

①特許権者が審判で負けて、審取で勝った場合。 
　┗審判で負けたときに、訂正請求がある 

②特許権者が審判で勝って、審取で負けた場合。 
　┗審判で勝ったから、訂正の機会がない 
　　┗これは困るぜ！！！ 

だから、 
元が特許維持審決の場合（審判で勝っていた場合） 
判決確定日から1週間以内に被請求人からの申立で 
┗訂正の機会付与

拒絶査定不服審判の場合とかは 
補正命令になる

①

②③

審判長

当事者参加：私も無効審判請求を 
しようと思った人が参加する。 

補助参加：特許権者側の補助参加

なぜなら、もともと無効審判を 
請求しようとしていた人だから

特許が維持になるわけだから、 
無効審判を続ける意味がない

④

⑤

無効審判では、請求されて 
いない請求項は一切見ない。 
一切見ないのだから、曖昧。 
だから、独立特許要件が 
科される

⑥

⑦

⑧オプション

⑨オプション

答弁書

複数回の訂正請求は先の訂正請求が取下げ擬制

訂正の請求

⑩オプション 
訂正請求に問題が 
あったパターン

このままだと無効になるかもね？ 
という特許庁側の心証があるから 
意見を聞いてやろう

審判書記官は口頭審理について調書を作成 
┗正統でないとき自己の意見を書き添え可

甲乙

丙

事件A

事件B

P 
┗CL1 
┗CL2

2人は共同 
請求不可 
∵客体相違

審判長は併合可 
∵一方の当事者 
  同じだから

⑤～⑨を繰り返す

20日以内に審決

⑩

⑪

⑫

⑬

申立or職権 
で審理再開 
できるよ！

特許庁長官


